
報道資料                       彦根市                               

                             Hikone City 

 

令和 5年 3月 29日 

 

令和 5年度彦根市地域経済対策リフォーム事業を実施します 

 

 

 

  

 

 

 

 

                  記 

 

１ 事前申込み受付期間 令和 5年 4月 3日(月)～7月 31日(月) 

 ※先着順ではありません。 

 

 ２ 事業の概要     別添資料『手引き』のとおり 

 

 

問い合わせ先 

産業部地域経済振興課 

担当：山本 

電話：0749-30-6119 (内線 326) 

FAX：0749-24-9676 

E－mail：shoko@ma.city.hikone.shiga.jp 

市内産業および雇用の活性化ならびに居住環境の向上を図り、地域経済の活性化の促進を

図るため、市内業者（市内に本社がある法人または市内に住所がある個人の施工業者）を利用

し、市内で住宅の改修等をした場合に、その経費の一部を助成する「彦根市地域経済対策リフォ

ーム事業」を実施しますのでお知らせします。 


